
あ び こ 議 会 だ よ り No.180（4）H 24.2.1

番号 件　　　       　　　名

議1 一般職の職員の給与条例の一部改正 20 2 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

議2
常勤の特別職の職員の給与条例及び教
育長の給与等条例の一部改正 20 2 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○

議4 災害対策基金条例の制定 20 2 欠 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

議7 市民農園条例の一部改正 16 6 欠 ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○

議8
都市計画下水道事業受益者負担金条例
の一部改正 21 1 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

議14 指定管理者の指定（市民体育館） 21 1 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

議15 損害賠償額の決定（賃貸借契約の解約） 21 1 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

議17 平成２３年度一般会計補正予算（第４号） 21 1 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

請3
環太平洋経済連携協定（TPP）に関する
国民的議論の促進を国に要求する意見
書を提出することを求める請願

19 3 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ×

発1
市議会議員の議員報酬等条例の一部改
正 19 3 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○

発4
環太平洋経済連携協定（TPP）に関する
国民的議論の促進を求める意見書 19 3 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ×

※政策グ＝政策グループあびこ　※議長（川村義雄議員）は採決に加わっていません。
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平成２３年第４回定例会（１２月議会）
◆採決結果一覧◆（賛否が分かれたもの）
　○＝賛成　×＝反対

賛
成

反
対

清　風　会

印

南

　
宏

早

川

　
真

今

回

提

出

分

◆
請
願
第
１
号　
「
義
務
教
育
費

国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
に
関
す
る

意
見
書
」
採
択
を
求
め
る
請
願　

　
　
　
　
　
（
全
会
一
致
で
採
択
）

◆
請
願
第
２
号　
「
国
に
お
け
る

平
成
24
（
２
０
１
２
）
年
度
教
育

予
算
拡
充
に
関
す
る
意
見
書
」
採

択
に
関
す
る
請
願　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
（
全
会
一
致
で
採
択
）

◆
請
願
第
３
号　
「
環
太
平
洋
経

済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
に
関
す

る
国
民
的
議
論
の
促
進
を
、
市
議

会
か
ら
国
に
要
求
す
る
意
見
書
を

提
出
す
る
」
こ
と
を
求
め
る
請
願

　
　
　
　
　
　
　
　
（
採
択
・
表
）

議
員
別
の
採
決
結
果
は
、
下
段
の

一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

前
回
採
択
さ
れ
た

陳
情
の
対
応
経
過

＊
こ
の
対
応
経
過
は
、
市
長
か
ら

12
月
２
日
に
市
議
会
へ
提
出
さ
れ

た
も
の
で
す
。

■
福
島
第
一
原
発
の
事
故
に
伴
う

放
射
能
汚
染
問
題
に
つ
い
て
（
陳

情
第
40
号
）（
以
下
の
太
字
の
部

分
は
、
陳
情
の
要
旨
）　

・
市
の
基
準
を
、
本
来
国
が
定
め

た
、
公
衆
の
被
爆
限
度
で
あ
る
、

年
間
１
ｍ
ｓ
ｖ
（
０
・
11
μ
ｓ
ｖ

／
ｈ
）
に
す
る
こ
と
。

　

学
校
や
保
育
園
等
の
施
設
を
管

理
す
る
際
の
基
準
は
、
国
際
放
射

線
防
護
委
員
会
が
１
９
９
０
年
に

勧
告
し
た
一
般
公
衆
の
年
間
総
量

限
度
の
目
安
を
尊
重
し
、
年
間
の

積
算
放
射
線
量
を
１
ミ
リ
シ
ー
ベ

ル
ト
以
下
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、

当
面
の
放
射
線
量
低
減
策
の
実
施

目
安
を
地
上
50
㎝
の
高
さ
で
小
・

中
学
校
、
保
育
園
、
幼
稚
園
で
は

０
・
26
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
／

時
、
公
園
で
は
０
・
34
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
／
時
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
国
か
ら
は
、「
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ

れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の

汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措

置
法
」
の
来
年
１
月
１
日
か
ら
の

本
格
施
行
を
控
え
、
０
・
23
マ
イ

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
／
時
を
低
減
目

標
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る

と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
国
の
方
針
を
踏
ま

え
、
市
の
除
染
計
画
の
見
直
し
を

検
討
し
て
い
き
ま
す
。

・
園
庭
及
び
園
児
が
散
歩
で
通
る

場
所
を
定
期
的
に
測
定
し
、
上
記

基
準
値
を
上
回
る
放
射
線
を
出
す

も
の
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
れ
を

速
や
か
に
取
り
除
く
こ
と

　

保
育
園
で
の
生
活
実
態
に
合
わ

せ
て
24
時
間
の
積
算
放
射
線
量
を

測
定
し
子
ど
も
た
ち
が
実
際
に
受

け
る
１
年
間
の
放
射
線
量
を
推
計

す
る
と
と
も
に
、
保
育
園
の
大
気

中
の
放
射
線
量
の
測
定
を
２
週
間

に
一
度
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

園
庭
に
つ
い
て
は
、
大
気
中
の

放
射
線
量
の
測
定
及
び
積
算
線
量

計
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
基
準
値

を
上
回
る
放
射
線
量
が
計
測
さ
れ

た
場
合
は
、
順
次
除
染
作
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
小
・
中

学
校
や
保
育
園
、
幼
稚
園
周
辺
の

通
学
路
を
重
点
に
側
溝
の
清
掃
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
園
児

が
散
歩
で
通
る
場
所
に
つ
い
て
も
、

積
算
線
量
計
を
携
帯
し
た
保
育
士

も
同
行
し
て
測
定
し
た
結
果
、
基

準
値
を
上
回
る
放
射
線
量
が
計
測

さ
れ
た
場
合
は
、
除
染
作
業
を
実

施
し
て
い
き
ま
す
。

・
給
食
に
は
汚
染
さ
れ
た
可
能
性

の
あ
る
食
材
を
極
力
使
用
し
な
い

こ
と

　

保
育
園
の
給
食
食
材
に
つ
い
て

は
、
９
月
に
導
入
し
た
簡
易
型
放

射
性
物
質
分
析
機
器
で
サ
ン
プ
リ

ン
グ
検
査
を
毎
週
１
回
実
施
し
て

い
ま
す
。
検
査
の
結
果
放
射
性
物

質
が
検
出
さ
れ
た
場
合
は
、
給
食

に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。

・
低
量
の
放
射
線
量
を
長
期
に
受

け
る
子
ど
も
た
ち
の
健
康
状
態
を

将
来
に
わ
た
っ
て
観
察
し
、
経
過

を
父
母
に
対
し
て
定
期
的
に
開
示

し
、
対
策
を
講
ず
る
こ
と

　

現
在
、
原
発
事
故
発
生
地
の
福

島
県
に
お
い
て
は
、
放
射
線
の
影

響
に
よ
る
不
安
の
解
消
や
将
来
に

わ
た
る
健
康
管
理
を
目
的
と
し
て
、

全
県
民
を
対
象
と
し
た
「
県
民
健

康
管
理
調
査
」
を
実
施
し
、
追
跡

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

福
島
県
内
で
実
施
さ
れ
た
検
査

と
そ
の
結
果
の
検
証
に
注
視
し
、

健
康
診
断
を
行
う
必
要
性
が
あ
れ

ば
国
や
東
京
電
力
株
式
会
社
に
実

施
す
る
よ
う
要
望
し
て
い
き
ま
す
。

・
放
射
線
対
策
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
現
状
及
び
今
後
の
予
定
を
父

母
に
対
し
て
速
や
か
に
開
示
す
る

こ
と

　

保
育
園
で
の
放
射
線
対
策
の
取

組
み
に
つ
い
て
は
保
護
者
へ
の
通

知
や
保
育
園
で
の
掲
示
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、

新
た
な
取
組
み
を
行
う
場
合
は
保

育
園
の
掲
示
板
等
で
お
知
ら
せ
し

て
い
き
ま
す
。　

 

採
択
さ
れ
た

　

  

請
願
の
そ
の
後

議会
メモ

　

請
願
は
主
に
、
①
市
長
を
初
め

と
す
る
執
行
機
関
に
作
為
、
不
作

為
を
求
め
る
も
の
や
今
定
例
会
に

提
出
さ
れ
た
よ
う
な
②
国
等
へ
の

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
も
の
が

あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
①
の
請
願

を
議
会
が
採
択
し
た
後
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
、
ご
説
明
し
ま
す
。

　

①
の
請
願
を
願
い
出
て
い
る
趣

旨
を
妥
当
と
し
て
議
会
が
採
択
す

る
と
、
議
会
に
は
、
そ
の
実
現
の

た
め
に
努
力
す
る
政
治
的
、
道
義

的
な
義
務
が
生
じ
ま
す
。

　

現
在
、
我
孫
子
市
議
会
で
は
、

採
択
し
た
請
願
は
、
市
長
、
そ
の

他
の
執
行
機
関
に
お
い
て
措
置
す

る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
は

議
長
か
ら
こ
れ
ら
の
者
へ
送
付
し
、

地
方
自
治
法
第
１
２
５
条
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
処
理
の
経
過
及
び

結
果
の
報
告
を
請
求
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
議
会
は
議
決
機
関
で
あ

る
た
め
、
採
択
し
た
請
願
に
つ
い

て
執
行
機
関
の
よ
う
に
執
行
す
る

立
場
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
請
願

者
の
要
望
を
実
現
す
る
た
め
、
自

ら
努
力
す
る
と
と
も
に
、
執
行
部

に
対
し
て
も
積
極
的
に
働
き
か
け

ま
す
。

　

※
陳
情
も
請
願
に
準
じ
ま
す
。


